
２2.　6.　15
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

分類 事業概要 開始時期など

地域経済
対策

全世帯を対象とした30％のプレミアム付商品券を販売 7月1日から購入申し
込み開始

感染拡大により影響を受けた事業者へ応援金5万円を支給 申請受付中

感染拡大防止に取り組む市内商店会へ応援金を支給 6月15日から申請受付

子育て
支援

妊婦の方(6月1日時点)と4・5月に出産された方に5,000
円の臨時特別給付金を支給

6月下旬に案内を送付
予定

児童手当受給世帯へ対象児童一人当たり5,000円の臨時
特別給付金を上乗せ支給

対象となる方に、6月
上旬に案内を送付

ひとり親家庭対象の児童育成手当受給世帯へ対象児童1
人当たり1万円の臨時特別給付金を支給

対象となる方に、6月
上旬に案内を送付

臨時休園等に伴い、保育料を軽減した認証保育所に対
し、軽減により保育所が負担した費用を補助 申請受付中

登園自粛要請に応じた園児の保護者に副食費を返金した私立
認可保育園に対し、返金により保育所が負担した費用を補助

6月中旬に申請受付開
始予定

学生支援 定期利用自転車等駐車場を利用する学生等へ4・5月使用
料相当額を補助

対象となる方に、6月
下旬に案内を送付。
随時受付

学校生活 小・中学校において児童・生徒1人1台のタブレット端末の
配備と校内通信環境の整備(GIGAスクール構想) 今年度中に設置

就学支援
就学援助・奨励費受給世帯へ令和2年4月以降の臨時休校
に伴う給食停止期間分の給食費相当額を支給 
※生活保護受給の方は、生活保護費からの支給となりま
　すので除きます。

改めての申請は不要

感染症対策

指定避難所の衛生用品等を追加購入 発注・購入中

介護事業所、障害福祉サービス等事業所、保育施設、学
童保育所、学校等へ消毒液等を配布
※一部保育園、幼稚園は購入費用の補助。

納品次第順次配布
(配布中含む)

救急指定病院へ防護具を配布 既に配布

防犯対策 特殊詐欺被害対策として自動通話録音機の貸し出し 申請受付中

相談 女性の悩みごと相談を3枠から5枠へ拡大 6月15日相談分から開始

減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等

に
よ
り
補
填
さ
れ
る
べ
き
金
額
を
控

除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収

入
等
の
額
の
10
分
の
3
以
上

（
ⅱ
）
前
年
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
1
0
0
0
万
円
以
下

（
ⅲ
）
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業

収
入
等
の
所
得
以
外
の
前
年
所
得

の
合
計
が
4
0
0
万
円
以
下

　
【
ご
注
意
】非
自
発
的
失
業
で
の

軽
減
な
ど
、
他
制
度
の
減
免
が
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
【
減
免
対
象
と
な
る
国
保
税
】平

成
31
年
度
お
よ
び
令
和
2
年
度
分

で
令
和
2
年
2
月
1
日
か
ら
3
年

3
月
31
日
ま
で
の
納
期
限
分
の
全

部
ま
た
は
一
部

　
【
減
免
額
】対
象
世
帯
の
う
ち
、

①
該
当
＝
全
部
、
②
該
当
＝
減
免

対
象
と
な
る
国
保
税
額
に
所
得
に

応
じ
た
減
免
割
合
を
乗
じ
た
額

　

※
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
今
後
の
広
報
紙

国

民

健

康

保

険

税

　
【
対
象
世
帯
】次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯

　

①
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
が
死
亡
し
ま
た
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

　

②
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
主

た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、

不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
ま
た
は

給
与
収
入
（
以
下
「
事
業
収
入

等
」）
の
減
少
が
見
込
ま
れ
、
次

の
（
ⅰ
）
か
ら
（
ⅲ
）
ま
で
の
す

べ
て
に
該
当
す
る
世
帯

（
ⅰ
）
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
以
下
「
感
染
症
」）
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
方

等
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

の
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度

の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
通

り
で
す
。
詳
細
は
各
担
当
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

※
こ
の
減
免
制
度
は
令
和
2

年
度
ま
で
の
取
り
扱
い
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

保
険
証
等
）
や
再
交
付
の
手
続
き

は
、
通
常
通
り
申
請
が
必
要
で
す
。

　

郵
送
で
の
申
請
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　
【
対
象
者
】自
立
支
援
医
療
受
給

者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期

間
が
令
和
2
年
3
月
1
日
か
ら
3

年
2
月
28
日
ま
で
の
間
に
満
了
す

る
方

　
【
受
給
者
証
の
取
り
扱
い
】現
在

お
持
ち
の
受
給
者
証
を
引
き
続
き

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
既
に

更
新
申
請
を
受
理
し
て
い
る
も
の

お
よ
び
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
の
対
象
者
の
う
ち
、
ま
だ
受

給
者
証
の
更
新
申
請
を
し
て
い
な

い
方
は
、
今
回
に
限
り
更
新
申
請

の
書
類
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
更
新
以
外
の

新
規・再
開・市
外
転
入・変
更
（
医

療
機
関・所
得
区
分・氏
名・住
所・

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
厚
生

労
働
省
で
は
、
更
新
申
請
の
た
め

の
診
断
書
の
取
得
な
ど
の
み
を
目

的
と
し
た
受
診
を
回
避
す
る
た

め
、
有
効
期
間
の
満
了
日
を
1
年

間
延
長
す
る
よ
う
省
令
を
改
正

し
、
令
和
2
年
4
月
30
日
に
公
布

に
つ
い
て
は
、
新
し
い
受
給
者
証

の
発
送
ま
で
通
常
通
り
行
い
ま
す

　
【
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

所
持
し
て
い
る
方
へ
】自
立
支
援
医

療
（
精
神
通
院
）
と
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
の
手
続
き
を
同
時

に
行
う
場
合
は
、
手
続
き
が
別
途

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

手
続
き
が
必
要
か
ご
不
明
な
方

は
、
障
害
福
祉
課
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
福
祉
支
援
係
☎

4
7
0
・
7
7
4
7
へ
。

金
、
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
填

さ
れ
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
た

額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
10
分
の
3
以
上
で
あ
る
こ

と
▼
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外

の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
4
0

0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　

詳
し
く
は
高
齢
者
医
療
係
☎
4

7
0
・
7
8
4
6
へ
。

介

護

保

険

料

　
【
対
象
】感
染
症
の
影
響
で
収
入

が
減
少
し
た
等
の
事
情
に
よ
り
、

介
護
保
険
料
の
納
付
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
第
1
号
被
保
険

者
（
65
歳
以
上
の
方
）

　
【
要
件
】次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

　

①
感
染
症
に
よ
り
そ
の
属
す
る

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死

亡
し
、
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
場
合

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
☎
4
7
0
・
7
7
3
3
へ
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
【
対
象
】感
染
症
の
影
響
で
収
入

が
減
少
し
た
な
ど
の
事
情
に
よ

り
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
被
保
険
者

　
【
要
件
】次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

　

①
感
染
症
に
よ
り
そ
の
属
す
る

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死

亡
し
、
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を

負
っ
た
場
合

　

②
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
主
た

る
生
計
維
持
者
の
令
和
2
年
中
の

事
業
収
入
等
が
減
少
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
、
か
つ
次
の
要
件
を
全

て
満
た
す
場
合

　

事
業
収
入
等
の
減
少
額
（
保
険

　

②
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
主

た
る
生
計
維
持
者
の
令
和
2
年

中
の
事
業
収
入
等
が
減
少
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
次
の
要

件
を
全
て
満
た
す
場
合

　

事
業
収
入
等
の
減
少
額
（
保
険

金
、
損
害
賠
償
金
等
に
よ
り
補
填

さ
れ
る
べ
き
金
額
を
控
除
し
た

額
）
が
前
年
の
当
該
事
業
収
入
等

の
額
の
10
分
の
3
以
上
で
あ
る
こ

と
▼
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以
外

の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
4
0

0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
☎
4
7

0・7
7
7
7
（
内
線
4
9
1
0・

4
9
1
1
）
へ
。

―新型コロナウイルス感染症対策関連情報―
市民の皆さん・事業者の方々へさまざまな支援を行います

　新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、市民の皆さんおよび事業者の方々に対し、地域経
済対策や子育て支援を始め、次の通りさまざまな支援を行います。
　申請などが必要な事業については、今後、広報紙および市ホームページでお知らせします。

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
・
更
生
医
療
・

育
成
医
療
）
受
給
者
証
の
有
効
期
間
の

延
長
に
つ
い
て

後
5
時
（
正
午
〜
午
後
1
時
と
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
閲
覧
場
所
】総
務
課
（
市
役
所

4
階
）

　

※
6
月
30
日
（
火
）
以
降
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
で
き

ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
庶
務
担
当
☎
4

7
0
・
7
7
1
4
へ
。

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

東
久
留
米
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
よ

り
、
ど
な
た
で
も
市
長
が
作
成
し

た
報
告
書
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

　
【
閲
覧
で
き
る
報
告
書
】資
産
等

補
充
報
告
書
、
所
得
等
報
告
書
、

関
連
会
社
等
報
告
書

　
【
閲
覧
期
間
】6
月
30
日
（
火
）

か
ら
。
時
間
は
午
前
8
時
半
〜
午

が
1
人
増
え
る
ご
と
に
50
万
円
を

加
え
た
額
）
以
下

　

②
世
帯
の
預
貯
金
な
ど
の
額
が

一
人
世
帯
の
場
合
は
、
3
5
0
万

円
（
世
帯
員
が
1
人
増
え
る
ご
と

に
1
0
0
万
円
を
加
え
た
額
）
以

下
　

③
日
常
生
活
に
供
す
る
以
外
の

活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

　

④
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど

に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

　

⑤
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い

な
い

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は

介
護
福
祉
課
（
市
役
所
1
階
）
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
4
7
0
・
7
7
5
0
へ
。

に
申
し
出
た
事
業
者
が
提
供
す
る

サ
ー
ビ
ス
に
限
り
、
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
【
軽
減
内
容
】介
護
サ
ー
ビ
ス
に

掛
か
る
費
用
の
利
用
者
負
担
・
食

費
・
居
住
費
（
部
屋
代
）
の
各
負

担
を
25
％
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給

者
は
50
％
）
軽
減
。
生
活
保
護
受

給
者
は
居
住
費
（
部
屋
代
）
負
担

の
み
軽
減
（
全
額
）

　
【
対
象
と
な
る
方
】次
の
①
〜
⑤

の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
ま
た
は

生
活
保
護
受
給
者

　

①
市
民
税
・
都
民
税
非
課
税
世

帯
で
、
年
間
収
入
が
一
人
世
帯
の

場
合
は
、
1
5
0
万
円
（
世
帯
員

　

特
に
生
計
が
困
難
な
方
や
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
る
方
に
対
し

て
は
、
申
請
を
し
て
承
認
を
受
け

る
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
た
だ
し
、
都
や
市
区
町
村

市
長
の
資
産
等
報
告
書
の 

閲
覧
が
で
き
ま
す

生
活
に
困
っ
て
い
る
方
に
対
す
る 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の 

利
用
者
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て

　郵送申請分は6月5日から順次支給を開始しております。一日でも早い支給に向け
て作業に取り組んでおりますが、非常に多くの申請をいただいているため、遅い方で
は申請から支給まで1カ月程時間を要する可能性がございます。申し訳ございません
が、今しばらくお待ちください。
　なお、申請期限は8月27日（木）です。給付金の受け取りを希望される方はお忘れ
のないようご申請ください。
オンライン申請を6月末まで停止しています
　5月9日から受け付けているオンライン申請は、6月30日（火）までの間、一時停
止しております。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
　また、広報6月1日号1面「特別定額給付金」の申請期間（曜日）に誤りがありま
した。正しくは「郵送申請・オンライン申請のいずれも8月27日（木）」までが期限で
す。おわびして訂正いたします。
　詳しくは市特別定額給付金担当☎470・1078（市コロナ対策コールセンターの電話番
号と共通）へ。

▶最新の情報は市ホームページを
ご覧ください（右のQRコード）。特別定額給付金（10万円給付）
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